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民事再生手続事件の取下げ及び破産手続開始の申立てに関するお知らせ 

 

 当社は、平成19年10月25日開催の取締役会において、同月18日付けにて大阪地方裁判所に

申立てを行いました民事再生手続事件（平成19年（再）第36号）を取り下げるとともに、破産

手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、民事再生手続事件の取下げ及び破産手続開始の申

立てを大阪地方裁判所に行い、同庁より、同日付けにて、民事再生手続事件の取下げの許可、及

び破産開始決定を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 関係する皆様におかれましては、民事再生手続申立てに引き続いて、多大なるご迷惑とご心配

をお掛けする事態となりましたことにつき、改めまして深くお詫び申し上げます。 

記 

 

1. 破産手続開始の申立てに至った経緯 

当社が民事再生手続開始の申立てに至りました経緯につきましては、平成 19 年 10 月 18

日付け「民事再生手続開始の申立てに関するお知らせ」（http://www.quinland.co.jp/pdf/ 

ir20071018.pdf）記載のとおりであります。 

当初、当社は、保全管理人の下、民事再生手続において、厳しい資金繰状況の中でスポン

サー企業への早急な事業承継を目指しておりましたが、DIP ファイナンス等による資金繰り

安定化策を講じることができず、民事再生手続における事業承継については相当な時間を要

するため困難な状況となりました。 



 

上記状況を受け、当社は、民事再生手続における再建を断念せざるを得ず、破産手続にお

いて、現在折衝中であるスポンサー候補への速やかなる事業承継を完了させた上で、清算す

る方針の下、今般の破産手続開始の申立てに至ったものであります。 

 

2. 負債総額（平成19年10月17日現在） 

約203億円（うち、有利子負債176億円） 

 

3. 今後の見通し 

   破産管財人には、民事再生手続事件において保全管理人でありました佐々木豊弁護士が、

引き続き破産管財人に選任されました。 

今後、裁判所及び破産管財人の下、破産手続が進行されることとなりますが、SIPS事業に

つきましては、支援の意向を表明していただいております株式会社ソルクシーズとの間で、

事業承継に向けた折衝を速やかに行う予定です。また、Qlep事業につきましても、事業承継

に向け、早急にスポンサー候補を選定の上、事業承継を行う予定です。 

   皆様には多大なるご迷惑をお掛けいたしましたことにつきまして、重ねまして心よりお詫

び申し上げます。 

 

以 上 



 

（ご参考） 

 

1. 申立の概要 

① 申立日         平成19年10月25日 

② 破産開始決定      同 日 

③ 事件番号        大阪地方裁判所 平成19年（フ）8689号 

④ 破産管財人       佐々木 豊 弁護士 

 

2. 会社の概況 

① 名称          株式会社クインランド 

② 本店所在地       神戸市東灘区向洋町中六丁目9番地 

③ 代表取締役       吉村一哉・岩田昌之      

④ 設立年月日       平成8年5月 

⑤ 資本の額        69億5014万4055円 

⑥ 債権者数        243名 

金融関係    26社 

取引関係    100社 

リース関係   14社 

従業員     88名 

その他     15名 

⑦ 従業員数        88名（平成19年9月25日現在） 

 

 

 


